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第 1 章 総 則 

1 業務の目的 

   本委託業務（ 以下「 業務」 と いう 。） は、 長野市において、 公共下水道事業計画を定める に当

り 、 特記仕様書に示す事項につき 流出解析モデルを 活用し た調査・ 計画・ 設計を作成するこ と を

目的と する。  

2 一般仕様書の適用 

   業務は、 本仕様書に従い施行し なければなら ない。 ただし 、 特別な仕様については、 特記仕様

書に定める仕様に従い施行し なければなら ない。  

3 費用の負担 

   業務の検査等に伴う 必要な費用は、 本仕様書に明記のないも のであっ ても 、 原則と し て受託者

の負担と する。  

4 法令等の遵守 

   受託者は、 業務の実施に当たり 、 関連する法令等を 遵守し なければなら ない。  

5 中立性の保持 

   受託者は、 常にコ ンサルタ ント と し ての中立性を堅持するよう に努めなければなら ない。  

6 秘密の保持 

   受託者は、 業務の処理上知り 得た秘密を 他人に漏ら し てはなら ない。  

7 公益確保の責務 

   受託者は、 業務を行う に当っ ては公益の安全、 環境その他の公益を害するこ と の無いよう に努

めなければなら ない。  

8 提出書類 

受託者は、 業務の着手及び完了に当っ て長野市の契約約款に定めるも のの外、 下記の書類を提

出し なければなら ない。  

    （ イ ） 着手届 （ ロ ） 工程表 （ ハ） 管理技術者届 （ ニ） 業務分担表 

    （ ホ） 完了届 （ ヘ） 納品書 （ ト ） 業務委託料請求書等 

  なお、 承認さ れた事項を 変更し よう と すると き は、 そのつど承諾を 受けるも のと する。  

9 管理技術者、 照査技術者及び会社実績 

  （ 1） 受託者は、 管理技術者及び技術者をも っ て、 秩序正し く 業務を 行わせると と も に、 高度な技

術を要する部門については、 相当の経験を有する技術者を配置し なければなら ない。  

（ 2） 管理技術者は、 技術士（ 総合技術監理部門（ 下水道）、 上下水道部門（ 下水道）） または下水

道法に規定さ れた資格を有する も のと し 、 業務の全般に渡り 技術的管理を行わなければな

ら ない。  

 （ 3） 受託者は、 業務の進捗を図るため、 契約に基づく 必要な技術者を配置し なければなら ない。  

10 工程管理 

    受託者は、 工程に変更が生じ た場合には、 速やかに変更工程表を提出し 、 協議し なければな

ら ない。  

 



11 成果品の審査及び納品 

  （ 1） 受託者は、 成果品完成後に長野市の審査を受けなければなら ない。  

  （ 2） 成果品の審査において、 訂正を指示さ れた箇所は、 ただちに訂正し なければなら ない。  

（ 3） 業務の審査に合格後、 成果品一式を 納品し 、 長野市の検査員の検査をも っ て、 業務の完了と

する。  

  （ 4） 業務完了後において、 明ら かに受託者の責に伴う 業務のかし が発見さ れた場合、 受託者は

ただちに当該業務の修正を行わなければなら ない。  

12 関係官公庁等と の協議 

   受託者は、 関係官公庁等と 協議を必要と すると き又は協議を受けたと き は、 誠意を も っ てこ れ

に当り 、 こ の内容を遅滞なく 報告し なければなら ない。  

13 参考資料の貸与 

長野市は、 業務に必要な関係資料等を所定の手続き によっ て貸与する。  

14 参考文献等の明記 

   業務に文献その他の資料を引用し た場合は、 その文献、 資料名を 明記するも のと する。  

15 証明書の交付 

   必要な証明書及び申請書の交付は、 受託者の申請による。  

16 疑義の解釈 

   本仕様書に定める事項について、疑義を 生じ た場合又は本仕様書に定めのない事項については、

長野市、 受託者の協議によるも のと する。  

 

第 2 章 調査・ 計画 

1 一般的事項 

   受託者は、 調査及び計画にあたり 、 地域社会の動向、 土地利用、 当該地域に係る下水道計画と

の関連性、 事業の施工、 施設の維持管理、 総合的効果等について十分な検討を加えると と も に問

題点及び疑義が生じ たと き は遅滞なく 打合せを 行う も のと する。  

2 業務の手順 

（ 1） 業務は、 十分協議打合せの後施行するも のと する。  

（ 2） 管理技術者は、 重要な打合せには必ず出席し なければなら ない。  

（ 3） 打合せには議事録をと り 、 内容を 明確にし て提出し なければなら ない。  

3 資料収集 

   業務上必要な資料については、 関係官公庁、 企業体等に対し 、 所在および内容を確認し たう え

で収集し なければなら ない。  

4 現地踏査 

   現地踏査は対象区域のみなら ず、 関連のある地区については必要に応じ て、 踏査を 行わなけれ

ばなら ない。  

5 実測調査 

   実測調査は、 調査結果が解析に正し く 反映さ れるよう 適切に行う も のと する。 調査に先立ち調

査計画を策定し 、 係員の承諾を受けなければなら ない。  

 



6 解析 

   解析は、 長野市の指定する図書に基づいて流出解析モデルを 利用し て行う 。 解析結果が計画・

設計に正し く 反映さ れるよう 、使用モデルおよび下水道に関する十分な知見を持っ て解析を 行う

も のと する。  

7 計画 

   受託者は、 長野市より 提供し た資料、 受託者の調査収集し た資料および関係者の打合せ結果等

を十分検討し た後、 流出解析モデルを活用し た調査・ 計画・ 設計を作成する も のと する。  

 

第 3 章 設 計 

1 設計基準 

   設計にあたっ ては、 発注者の指定する図書および本仕様書「 第６ 章 準拠すべき 図書」 に基づ

き 、 長野市と 協議のう え、 その基準と なる事項を定めるも のと する。  

2 設計上の疑義 

 設計上疑義の生じ た場合は、 係員と 協議のう え、 こ れら の解決にあたら なければなら ない。  

3 設計の資料等 

   設計の計算根拠、 資料等はすべて明確にし 、 整理し て提出し なければなら ない。  

4 事業計画図書等の確認 

   受託者は、「 第２ 章 調査・ 計画」 の各項の調査等と 併せて、 設計対象区域に係る事業計画図

書、 し ゅ ん工図書等の確認をし なければなら ない。  

 

第 4 章 照 査 

1 照査の目的 

   受託者は、 調査・ 計画・ 設計図書に誤り がなく 、 さ ら に業務の高い質を確保するために照査を

行わなければなら ない。  

2 照査の体制 

   受託者は、 遺漏なき 照査を行う ため、 相当な技術経験を有する照査員を選任し なければなら な

い。  

3 照査事項 

 照査員は、 業務全般にわたり 、 以下に示す事項について照査を 行わなければなら ない。  

（ 1） 基本条件の内容について 

（ 2） 流出解析モデルの適用方法および解析結果の妥当性について 

（ 3） 成果品内容について 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 5 章 提出図書 

1 提出図書 

   成果品の提出部数は、 次のと おり と する。  

 （ 1） 流出解析モデルを活用し た調査・ 計画・ 設計図書 

（ イ ）  報告書       Ａ ４ 判製本 ２ 部 

（ ロ）  作成図面            ２ 部 

（ 2） その他参考図書 

（ 3） 打合せ議事録 

（ 4） 電子データ  

 

第 6 章 準拠すべき 図書 

1 準拠すべき 図書 

    業務は、 下記に掲げる 最新版図書に準拠し て行う も のと する。  

  （  1 ） 日本工業規格（ Ｊ Ｉ Ｓ ）（ 経済産業省も し く は日本規格協会）  

  （  2 ） 流域別下水道整備総合計画調査指針と 解説（ 国土交通省水管理・ 国土保全局下水道部）  

  （  3 ） 下水道施設計画・ 設計指針と 解説（ 日本下水道協会）  

  （  4 ） 小規模下水道計画・ 設計指針（ 案）（ 日本下水道協会）  

  （  5 ） 合流式下水道改善対策指針と 解説（ 日本下水道協会）  

  （  6 ） 小規模汚水中継ポンプ場設計要領（ 案）（ 日本下水道事業団）  

  （  7 ） 水理公式集（ 土木学会）  

  （  8 ） 水文・ 水資源ハンド ブッ ク （ 水文・ 水資源学会）  

  （  9 ） 土木製図基準（ 土木学会）  

  （ 10） 土木工学ハンド ブッ ク （ 土木学会）  

  （  11） 下水道維持管理指針（ 日本下水道協会）  

  （  12 ） 下水道事業の手引（ 全国建設研修センタ ー）  

  （  13 ） 下水道計画の手引（ 全国建設研修センタ ー）  

  （  14 ） 流出解析モデル利活用マニュ アル（ 日本下水道新技術機構）  

  （  15 ） 解説・ 特定都市河川浸水被害対策法施工に関するガイ ド ラ イ ン（ 国土技術研究センタ ー）  

  （  16 ） 都市域における氾濫解析モデル活用ガイ ド ラ イ ン（ 国土技術政策総合研究所・ 水害研究室）  

  （  17 ）合流式下水道改善計画策定のためのモニタ リ ングマニュ アル（ 案）（ 下水道新技術推進機構）  

  （  18 ） 下水試験方法[ 上巻・ 下巻] （ 日本下水道協会）  

  （  19 ） 国土交通省河川砂防技術基準 調査編（ 国土交通省水管理・ 国土保全局）  

  （ 20） 河川水質試験方法（ 案）（ 国土交通省水質連絡会）  

  （  21 ） 治水経済調査マニュ アル（ 案）（ 国土交通省河川局）  

  （ 22） 下水道事業における費用効果分析マニュ アル（ 国土交通省水管理・ 国土保全局下水道部）  

2 上記以外の図書 

    上記以外の図書に準拠する場合は、 あら かじ め係員の承諾を 受けなければなら ない。  

 

 



第 7 章 長野市公契約等基本条例に関する事項 

 

・ 長野市公契約等基本条例の内容について、 労働者等へ周知すると と も に、 事務所（ 作業所） 等へポ

スタ ーを掲示する こ と 。  

・ 業務の一部を下請負者等に履行さ せると きは、長野市公契約等基本条例の内容について説明し 、各々

の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結するこ と 。  

・ 長野市公契約等労働環境報告書１ 部及び業務体制図（「 長野市公契約等基本条例の手引」 に例示す

るも の） ２ 部を契約後速やかに所管課へ提出するこ と 。 こ の場合、 業務の一部を下請負者等に履行

さ せると きは、 下請負者等の労働環境報告書を 取り まと めて提出するこ と 。  
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1 特記仕様書の適用範囲 

本仕様書は、「 業務委託一般仕様書」 の第１ 章の１ および２ に定める特記仕様書と し 、 本仕様

書に記載さ れていない事項は、 前記一般仕様書による。  

 

2 業務の内容 

   業務の内容は、 下記のと おり と する。  

（ 1） 調査区域 面積 2652. 3 ha 区域は別添図のと おり  

（ 2） 測量     なし   

（ 3） モニタ リ ング なし  

（ 4） 流出解析モデル 

  ① 解析対象区域 2652. 3 ha 

  ② 解析対象項目 流出量 

  ③ 数値データ 化する最小断面 600 ㎜×600 ㎜程度 

  ④ 数値データ の状態 Ｒ ５ 年度簡易シミ ュ レーショ ンにより 一部電子化さ れている 

  ⑤ キャ リ ブレーショ ン 

   ・ 水量 地点数   13 箇所 

       降雨数   ３ 降雨 

  ⑤ シミ ュ レーショ ン 

   ・ 水量 降雨数   ３ 降雨（ 長野市計画降雨、 想定最大降雨、 既往最大降雨）  

       対策ケース １ ケース 

        計３ ケース（ 標準歩掛は降雨数２ ×対策３ ＝６ ケース）  

        （ よっ て当作業は標準作業の５ ０ ％と する）（ ※２ ）  

 

3 その他特記事項 

（ 1）  有識者意見聴取（ ※見積歩掛を採用し て積算を し ている）  

当業務における主な業務内容は以下の通り と する。  

①  受注者は、 雨水出水浸水想定区域図策定にあたっ て有識者の意見を 聴取する。  

② 受注者は、 説明資料を 作成し た上で有識者へ説明及び協議を行い、 雨水出水浸水想定

区域図策定方法等について有識者の意見を十分に聴取し 、 区域図に反映するこ と 。  

③ 有識者への意見聴取回数は３ 回を想定し ているが、 業務遂行上、 必要と 判断さ れた場

合には、 発注者と 協議の上決定する。  

（ 2）  貸与品 

  当業務における貸与品は以下の通り と する。  

①  令和５ 年度雨水出水浸水想定区域図策定に係る浸水シミ ュ レーショ ン業務委託成果品 

②  長野市公共下水道事業計画資料 

③  浸水実績資料 

 

 


